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             FAIRTRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL 

    

フェアトレードフェアトレードフェアトレードフェアトレード基準基準基準基準‐‐‐‐コーヒーコーヒーコーヒーコーヒー    

    

小規模生産者小規模生産者小規模生産者小規模生産者とととと労働者労働者労働者労働者のためののためののためののためのフェアトレードフェアトレードフェアトレードフェアトレード    

 

フェアトレードは、不利な貿易事情の中で経済的にも社会的にも発展を阻まれている

「南」世界の小規模農家や賃金労働者のための主導権である。より良い貿易事情の下で公

平な形で市場に参画できることにより彼らの社会発展は促進される。 

 

小規模農家が地域の社会的経済的な発展に寄与するために民主的に管理される組織を形

成するという条件を満たせば、フェアトレードに参加できる。この生産者組織はこの書面

にある要件を充たすならば、FLOによって認証を与えられる。 

 

農園などで雇用されている労働者の場合は組合などを組織化することによりフェアトレ

ードに参加できる。また企業が労働者の発展を促進し、フェアトレードから生じた利潤を

労働者に配当するならば、企業もフェアトレードに参加できる。その場合、被雇用者を有

する企業(例えば、農園やプランテーション、工場や製造工業など)は、この書面の要件を充

たした後、FLO によって認証される。 

 

諸基準を設けるに当たり、FLOは国際的に認知されている基準や協定にしたがっている。

特に ILO（国際労働機関）の基準は、世界中でもっとも広く受け入れられている基本的な

労働者の権利を認めるものとして尊重する。 

 

実際に生産者が検査される基準は、それぞれに要件が設定されている。要件は、以下の

二段階である。 

・最低条件‥これは、全ての生産者組織が、フェアトレードに参加して直ちに、または特

定の期間内に満たさねばならないものである。 

・発展的条件‥この条件は、生産者組織が継続的に改善を示さねばならないものであり、

また参加母体の計画にそって、展開されるべきものである。その達成状況

は、毎年報告書によって報告される。 
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「最低限」とは、以下のことを守るためである。 

１．フェアトレードの利益は、小規模農家や労働者のためにある 

２．小規模農家や労働者の組織は、開発の可能性を保証されていること 

３．フェアトレードは、他のやり方では達成出来なかった発展に効果を挙げること 

 

FLO が各生産者組織に要求する発達の程度は、フェアトレードから受ける経済的利益や

現実的な状況に因る。 

 

生産者組織や企業が、常に国内の法律を遵守することを FLO は要求する。さらに、FLO

の基準より高い基準や特定の課題を持つ国内の法律があるならば、それが優先される。 

 

この書面に示されている基準は、小規模農家の生産組合にのみ適用される。労働雇用条

件に関する基準については、該当する所定の資料を参照のこと。 

 

 

 

小規模生産者組合小規模生産者組合小規模生産者組合小規模生産者組合ためのためのためのためのフェアトレードフェアトレードフェアトレードフェアトレード基準基準基準基準 

 

 

1111    社会社会社会社会のののの発展発展発展発展    

1.11.11.11.1    フェアトレードフェアトレードフェアトレードフェアトレードはははは発展発展発展発展のののの可能性可能性可能性可能性をををを高高高高めるめるめるめる    

フェアトレードは認定生産者の発展に寄与する。 

1.1.11.1.11.1.11.1.1    最低条件最低条件最低条件最低条件    

1.1.1.1 組合はフェアトレードによる収入がメンバーの社会開発と経済発展のためで

あると組合員とともに確認している    

1.1.21.1.21.1.21.1.2    発達的条件発達的条件発達的条件発達的条件    

1.1.2.1 活動計画は、フェアトレードによる利益が受益者たちの民主的な決定を基に配

分されるという条件の下で運営される。 

1.21.21.21.2    対象対象対象対象はははは小規模農家小規模農家小規模農家小規模農家であるであるであるである    

小規模生産者とは、被雇用者ではなく、彼等自身の所有する土地で主に彼等の家族の労働

によって農業を営む農家である 

1.2.11.2.11.2.11.2.1    最低条件最低条件最低条件最低条件 

1.2.1.1 生産者組合の組織のメンバーの大半が小規模農家である 

1.2.1.2 その組織のフェアトレード産品の５０％以上を小規模農家が生産している 

1.2.21.2.21.2.21.2.2    発展的条件発展的条件発展的条件発展的条件    

1.2.2.1 小規模生産者グループのうち少数の小規模生産者がある特定のフェアトレー

ド製品を生産している場合その生産組合から彼らの生産物に対し彼らの生産
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のコストをカバーするだけの買値が保証されるように特に注意されなければ

ならない。その生産者組合はそれぞれの状況に応じた最適なシステムを構築し

なければならない。 

 

1.31.31.31.3 民主的民主的民主的民主的なななな参加参加参加参加とととと透明性透明性透明性透明性のののの確保確保確保確保    

生産者組合は生産者の社会的、また経済的な開発のための役割を持たねばならない。特

にフェアトレードによる利益は組合員にもたらさなければならない。そのため組合は民

主的な構成と透明性のある運営をしなければならない。それにより、組合員と理事会に

よってフェアトレードによって得られた利益の運用などに関する組合の運営が効果的

になされる。また組合への参加に関しては差別があってはならないとする。 

 

1.3.11.3.11.3.11.3.1    最低条件最低条件最低条件最低条件    

1.3.1.1 組合の組織は組合員によって運営されなければならない。全ての組合員が投票

権を持つ最高決定機関である総会を開催し、そこで理事を選出する。理事会は

総会に対して説明責任を負う。 

1.3.1.2 組合は最低年に 1 回総会を開かなければならない。 

1.3.1.3 年次報告書と決算書が総会に提出され、承認されなければならない。 

1.3.1.4 上記 3 項目の運営管理能力がなければならない。 

1.3.21.3.21.3.21.3.2 発展的条件発展的条件発展的条件発展的条件    

1.3.2.1  組合は透明性のある計画に基づき運営されなければならない。年次計画書、 

年次収支予算書と長期計画書が作成されることが望ましい。それらは総会で

承認されなければならない。 

1.3.2.2  組合員による組織運営への参加はトレーニングや研修によって奨励されな 

 ければならない。 

1.3.2.3 組織は、外部監査や運営を監査する権利をもつ委員会を設置するなどによって

組合員の管理のための組織の構成を常に改善させていかねばならない。 

1.3.2.4 組織の活動方針等は組合員の会議でより頻繁に話し合われる必要がある。また

組合員の積極的な会議への参加を促さなければならない。 

1.3.2.5 運営と組織の方針に関する理事会から組合員への情報開示に関して常に向上

が求められる。 

1.3.2.6 組合員の組織に対する責任感を促す適切な措置を講じるものとする。 

 

1.41.41.41.4 差別差別差別差別のののの禁止禁止禁止禁止    

FLO は、労働者の差別を禁じる ILO 規約 111 条に従う。この規約は、「雇用や職業

に関する平等性を損なわせると考えられる人種、肌の色、性別、宗教、政治的見解、

出身国、出身地などを基にしてなされた区別や排除、あるいは選別など」(1 項)を禁じ

る。ＦＬＯはできる限りこれらの原則を組合員に対して適用する。 

1.4.11.4.11.4.11.4.1        最低条件最低条件最低条件最低条件    
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1.4.1.1 新たな組合員の加入を制限する場合、特定の集団を差別するようなことがあっ

てはならない。 

1.4.21.4.21.4.21.4.2    発達的条件発達的条件発達的条件発達的条件    

1.4.2.1 組合内の被差別または少数者グループの人たちのために、特に彼らのグループ

からの雇用を増やす、また、そのような人たちを積極的に委員会のメンバーに

起用することによって彼らの社会的地位改善に関するプログラムを実施しなけ

ればならない。 

 

2222    経済発展経済発展経済発展経済発展    

 

2.12.12.12.1    フェアトレードフェアトレードフェアトレードフェアトレード奨励金奨励金奨励金奨励金 

組織は、フェアトレード奨励金の運営に関して恩恵を受けるもの並びに FLO に対

して透明性のあるやり方で管理運営する能力と責任がなければならない。報奨金の

使途については組合員により民主的に決定するものとする。 

 

2.1.12.1.12.1.12.1.1    最低条件最低条件最低条件最低条件    

2.1.1.1 組織は、報奨金の管理運用については公開し、その用途については所定基準の

必要事項に則していなければならない。   

2.1.1.2 フェアトレード奨励金の用途は総会により決定され、その過程は議事録に適

切に記されるものとする。 

2.1.22.1.22.1.22.1.2    発展的条件発展的条件発展的条件発展的条件    

2.1.2.1 奨励金が組合に支払われた場合は、すぐにその報奨金による年間の事業計画、

並びに事業予算を立てなければならない。これらの事業計画は、組織の一般作

業計画ならびに予算額の 1 部として組み込まれることが望ましい。 

 

2.22.22.22.2    輸出能力輸出能力輸出能力輸出能力    

生産者は、市場に高品質な製品を出荷するための運搬手段、物流管理、物流技術向

上に努める。 

2.2.12.2.12.2.12.2.1 最低条件最低条件最低条件最低条件    

2.2.1.1 運搬手段や通信機器が揃っている。 

2.2.1.2 生産者組織は、現在の輸出品質基準にその製品が適用していることを証明しなけ

ればならない。この場合、輸入業者によって既に扱われたことのある輸出品を提

示するこが望ましい。 

2.2.1.3 生産者の生産するフェアトレード製品に対して市場の需要があること。 

2.2.1.4 組織は組織として生産物を商品化した経験をもっていなければならない。 

2.2.22.2.22.2.22.2.2    発展的条件発展的条件発展的条件発展的条件    

2.2.2.1 生産者組織は輸出業務ならびにその他の業務に関しての効率性を上昇させなけれ
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ばならない。このような取り組みにより組合員への利益還元の最大化を図る。 

 

2.32.32.32.3 組織組織組織組織のののの経済的強化経済的強化経済的強化経済的強化    

2.3.12.3.12.3.12.3.1 発展的条件発展的条件発展的条件発展的条件    

2.3.1.1 組合員は、輸出業務全般に関してより多くの責任を持てるようにしていく。 

2.3.1.2  組織はビジネス業務の強化に向けて努力する。これは例えば、労働資本の積み上

げ、品質管理の徹底、研修や教育並びに危機管理システム構築などである。 

3333    環境環境環境環境発展発展発展発展  

 

3.13.13.13.1    環境保護環境保護環境保護環境保護    

生産者は、自然環境を守り、環境保護を農場経営の一環とすることが求められている。生

産者は統合農作物管理方式（ＩＣＭ）を実行する。このシステムの目的は、環境保護と生

産者利益のバランスをとることである。また、常時、経済並びに環境のパラメーターを観

測し、統合された農法と環境保護計画を同時に実行することを前提にしている。ＦＬＯは、

生産者に対し有機栽培を奨励している。ＩＣＭは化学肥料や農薬の使用を最低限に抑え、

将来的には、部分的に、そして徐々に有機肥料や生物学的病原管理に切り替えて行く。 

 

3.1.13.1.13.1.13.1.1        最低条件最低条件最低条件最低条件            

3.1.1.1 生産者は、農薬の使用及びその扱い（保管及び管理など）、水質保全、原生林な

どの環境的に高い価値をもった自然環境保全、土壌浸食対策、廃棄物処理など

に関しては国内法並びに国際法を遵守する。 

3.1.1.2 WHO が指定するクラス１ａ＋ｂの農薬、Pesticide Action Networks が

「dirty dozen」のリストに掲載している農薬、並びにＦＡＯ／ＵＮＥＰの

Prior Informed Consent Procedure リストに掲載されている農薬は使用す

ることできない。（最新情報については添付資料を参照のこと） 

 

3.1.23.1.23.1.23.1.2    発達的条件発達的条件発達的条件発達的条件    

3.1.2.1 生産者組織は組合員に対し、上述の統合農産物管理方式農産物管理方式農産物管理方式農産物管理方式（ＩＣＭ）（ＩＣＭ）（ＩＣＭ）（ＩＣＭ）を奨励する

こと。 

 

 

４４４４    労働条件労働条件労働条件労働条件にににに関関関関するするするする基準基準基準基準    

ＦＬＯは、労働条件に関して国際労働機関（ＩＬＯ）が定めた協定を遵守するように求め

る。また、ＦＬＯは、全ての登録生産者がその協定事項をできる限り厳密に遵守すること

を要求する。小規模農民組織が一定以上の数の労働者を雇用している場合においても、遵

守すべき、定められた基準がある。組合に雇用される労働者が少数である場合、また、農
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民たち自身が労働者を臨時に雇用する場合においても、組合は、彼らの労働条件向上のた

めの手段を講じなければならない。そして、こうした労働者もフェアトレードの恩恵にあ

ずかることができるように努めなければならない。こうした前述の件に関しても、発展計

画の中に組み入れ、ＦＬＯに報告するものとする。 

「労働者」という定義は、臨時、季節的ないし正社員として働くすべての被雇用者を示す。

プランテーションや作業場が、ＦＬＯ認定生産組合メンバーとなる場合には、被雇用労働

者用の一般基準の完全適用がなされる。また、プランテーションないし作業場に関しては、

個別の立ち入り監査を行う必要がある。 

 

全全全全てのてのてのての生産者組合生産者組合生産者組合生産者組合にににに適用適用適用適用されるされるされるされる規定規定規定規定    

4.14.14.14.1    強制労働強制労働強制労働強制労働とととと児童労働児童労働児童労働児童労働    

ＦＬＯは児童労働と強制労働に関してＩＬＯ協定の 29 条、105 条、138 条、182 条を遵守

する。強制労働、多重債務による強制労働は行ってはいけない。多重債務による強制労働

とは、会社や仲買人に対して債務を負った労働者が労働を強制されるものをいう。児童は

その教育が阻害されない場合にのみ労働が許される。児童の就労に関しては、児童に仕事

を強制してはならない。特に、その仕事が児童の年齢にとって危険であると思われる場合

はなおさらである。 

 

4.1.14.1.14.1.14.1.1    最低条件最低条件最低条件最低条件    

4.1.1.1 強制労働、多重債務による強制労働、囚人への強制労働をおこなってはならな

い。 

4.1.1.2 15 歳以下の児童を雇用してはならない。 

4.1.1.3 労働が青年の就学、社会的、道徳的、また身体的発達を妨げることがあっては

ならない。 

4.1.1.4 実際に就労するにあたりその労働環境が青年の健康、安全、道徳を損なう恐れ

があるいかなる職種に就労する際の最低年齢は、18 歳以上とする。 

4.1.1.5 組合での雇用は配偶者の就労の自由に制限を設けるものではない。配偶者は組

合での就労を拒否する権利を持つ。 

 

あるあるあるある程度程度程度程度のののの数数数数のののの労働者労働者労働者労働者がががが雇用雇用雇用雇用されるされるされるされる場合場合場合場合、、、、そのそのそのその生産者組合生産者組合生産者組合生産者組合にににに適用適用適用適用されるされるされるされる規定規定規定規定    

4.24.24.24.2    労働組合結成並労働組合結成並労働組合結成並労働組合結成並びにびにびにびに団体交渉団体交渉団体交渉団体交渉    

FLO は、労働組合結成並びに団体交渉の自由を規定したＩＬＯ協定規約の第 87

条並びに第 98 条に従うものとする。労使ともに自ら選択した組織を設立、並びに、

これに参加する権利を有し、組織規約や規則を制定、並びに代表を選出し、組織の

活動方針を自ら決定する権利がある。労働者は、雇用者側からの反組合的差別行為

に対しては十分な保護を受けるものとする。 

 

4.2.14.2.14.2.14.2.1    最低条件最低条件最低条件最低条件    
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4.2.1.1 組織は、書面にてすべての労働者に組織から独立した貿易組合への参加権利を

認め、雇用主の干渉を排除し、労働者同盟の設立と参加に関しての権利を認める。 

4.2.1.2 組織は、貿易労働組合の代表がすべての労働者と面会すること、労働者が会合

を開くこと、並びに経営陣の介入なしに労働組合を組織することを認める。 

4.2.1.3 組織は労働者を組合構成員ないしは組合運動先導者だという理由で、労働者を

差別してはならない。 

4.2.24.2.24.2.24.2.2    発展的条件発展的条件発展的条件発展的条件    

4.2.2.1 活動する地域に独立した活動的な労働組合が 1 つ以上、存在する場合、その労働

組合は労働者を代表しており、団体交渉（ＣＢＡ）では労働者の意見を反映して

いることをＦＬＯは要求する。 

4.2.2.2 活動する地域に独立した活動的な労働組合が存在しない場合、すべての労働者は

民主的に労働者委員を選出し、彼らが代表者となって組織と交渉し、労働者の利

益を守ることとする。この委員会は、雇用条件協定について生産者と協議する。

この協定については、通常、団体交渉協定（ＣＢＡ）により規定されている。 

4.2.2.3 労働者による代表制度とそれへの参加は研修活動によって改善されていく。これ

には同時に、フェアトレードの理念に対する労働者の理解を深める目的もある。 

4.2.2.4 労働組合が全く存在しない場合、組織と労働者委員会は、食糧、農業、ホテル、

レストラン、ケータリング、タバコなどの国内労働者組合連合や労働者連合協会

（IUF）などの国際労働者組合、ないしは、労働者の代表権の強化改善、並びに団

体交渉協定（ＣＢＡ）の実施について該当する国際貿易事務局に相談を持ちかけ

ることができる。 

 

4.34.34.34.3    雇用条件雇用条件雇用条件雇用条件    

ＦＬＯはＩＬＯのプランテーションに関する協定 110 条、公平な報酬に関する 100 条、差

別に関する 111条を遵守する。全ての労働者は公平な労働条件の下で働かなければならな

い。生産者組合は、最低賃金に関する国内法規定やその地域の平均賃金に準じて、それ以

上の賃金を労働者に支払わなければならない。 

 

4.3.14.3.14.3.14.3.1 最低条件最低条件最低条件最低条件    

4.3.1.1 賃金は、その地域の平均賃金、並びに同種の職業の最低賃金以上を支払うもの

とする。雇用側は、組織のすべての職種について、その賃金を明確にするもの

とする。 

4.3.1.2 賃金は、定期的に法定貨幣により支払われ、また支払いは、適切に記録されて

いなければならない。 

4.3.24.3.24.3.24.3.2    発展的条件発展的条件発展的条件発展的条件    

4.3.2.1 出産休暇、社会保障規定、福利厚生などの他の雇用条件に関しては、少なくとも

団体交渉協定や労働者委員会との間で交わされた合意協定が履行されなければな

らない。 
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4.3.2.2 すべての労働者は法的拘束力のある労働契約により雇用されるものとする。 

4.3.2.3 組織は、すべて常勤労働者が組織の積み立て基金による利益を享受でき、年金制

度を確立することを目指して運営していくものとする。 

4.3.2.4 病気による欠勤に関する適切な規定を設けるものとする。 

4.3.2.5 就労時間と残業に関する規定を設けるものとする。 

4.3.2.6 給与はその地域の平均給与や法的最低賃金の水準を徐々に上回っていくものとす

る。 

4.3.2.7 臨時・季節労働者と常勤労働者間にある雇用条件格差は、漸進的に解消していく。 

 

4.44.44.44.4 労働者労働者労働者労働者のののの健康健康健康健康とととと安全安全安全安全にににに関関関関するするするする条件条件条件条件    

ＦＬＯは労働環境に内在する危険因子を減少させることにより労働中もしくはそれによっ

て引き起こされる事象から起こる健康に対する傷害や事故を防ぐことを目的としたＩＬＯ

協定 115条を遵守する。 

 

4.4.14.4.14.4.14.4.1    最低条件最低条件最低条件最低条件    

4.4.1.1 職場や設備、機械は安全で健康に害のないものとする。ＦＬＯは、監査能力の

ある該当機関や第３者機関による監査の実行を要求することがある。 

4.4.1.2 次に掲げる人物は農薬を扱う業務に就くことができない。18 歳以下の者、妊婦、

授乳中の女性、こうした薬品を扱う知的能力のない者、慢性的肝臓病ないし腎

臓病に苦しむ者、呼吸器系疾患に苦しむ者。 

 

4.4.24.4.24.4.24.4.2    発展的条件発展的条件発展的条件発展的条件    

4.4.2.1 労働者代表に選出されたものの中に、健康管理についての知識を持ち、組織内の

こうした問題に取り組める者が任命されなければならない。 

4.4.2.2 農薬を扱う者は、農薬の保管、使用と廃棄について十分な訓練を受けていなけれ

ばならない。生産者団体は、農薬を扱う者に対し農薬に関するすべての必要な情

報を詳細に通知するものとする。この情報は現地の言語にて通知するものとする。 

4.4.2.3 高品質で適切な防護服等の道具を利用可能な状態でしかるべき場所に設置するも

のとする。特に農薬を扱う際には、その使用は必須である。農薬を扱う労働者は、

その使用を義務付けるものとする。 

4.4.2.4 研修を通じて、労働者の使用する化学薬品が健康上に及ぼす留意点を確認し、並

びに事故が生じた場合の応急処置に関する知識を労働者に認知させる。 

4.4.2.5 労働者の参加を伴った労働上の健康・安全委員会を設立する。 

4.4.2.6 生産者組合として危機管理対策を定期的に実施する。 
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コーヒーコーヒーコーヒーコーヒーにににに関関関関するするするする貿易条件貿易条件貿易条件貿易条件    

１、製品に関する説明 

 フェアトレード基準では 2種類のコーヒーを扱っている。 

 

アラビカコーヒー 

アラビカコーヒーは 1753 年、リンネによって初めて叙述された。もっともよく知られてい

る種は’Typica’と’Bourbon’である。平均的なアラビカ種は大きな低木で、楕円形で深緑の葉

を持っている。これは遺伝学的に他のコーヒー種とは異なり、2つではなく 4つの組になっ

た染色体を持っている。実は楕円で、7ヶ月から 9 ヶ月で熟す；たいてい 2つの平らな種（コ

ーヒー豆）を含んでいる。ひとつの実だけが育ったものは peaberryと呼ばれる。アラビカ

コーヒーはラテンアメリカ、中央・東アフリカ、インド、はてはインドネシアでも栽培さ

れている。 

 

ロブスタコーヒー 

‘ロブスタ’という用語はこの種を幅広く捉えた名前である。それはロブスタの低木か 10

メートルの高さまで育つ小さい木を指し、浅い根の構造を持っている。実は丸くなり、11

ヵ月で熟す。；種は楕円状で、アラビカより小さい。ロブスタコーヒーは西・中央アフリカ

や東南アジア、Conillonで知られるブラジルでも栽培されている。 

 

２、長期の安定した関係を築き上げる 

 買い手と売り手は、両者の権利と利益が相互に尊重される長期の安定した関係をつくり

あげる。買い手と売り手はシーズンの始めに契約合意書にサインをする。残りのシーズン

は作物収穫に伴う購入契約によって確約される同意書にサインをする。これは生産過程を

考慮した購買規約によって追認され、量、品質、価格設定、出荷スケジュールなどの基本

的な条件が盛り込まれる。 

 

３、国際慣例条件 

 ヨーロッパコーヒー協定最新版（以下 ECC）などの国際的な取引に関わるその他の慣例

も、ここに記述されている FLO の国際基準から大きくそれない限り、すべて適用される。 

 

４、価格設定と奨励金 

 FLO のシステムの中のすべての買い手は、価格を決めるときには国際基準にのっとり、 

”売り手側の声による価格固定”（今日の先物取引市場の役割に対抗して）を方針の中に取り

込むよう考慮している。 

 

価格固定は一旦実行され認められると、買い手によっても売り手によっても変更されるこ

とができない。 
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アラビカにおいては、ニューヨーク”C”約定が価格計算の基礎となるべきものである。価格

は 1 ポンドあたりの US ドルで取引され、品質、積地条件基準、重量などの特徴によって

価格が設定される。 

ロブスタについては、ロンドン”LCE”約定が基礎となる。価格は 1000キログラムあたりの

US ドルで取引され、品質、積地条件基準、重量などの特徴によって価格が設定される。 

法的規制のもとに、コーヒーは競り取引にかけられ、輸出業者が生産コストをまかなえる

ように、輸入業者と輸出業者は適切なマージンで合意しなければならない。 

 

ニューヨーク“C”とロンドン“LCE”が設定価格を超えた場合、1 ポンド５US セントの

固定利潤が上乗せされる。 

公的に認められている認証のついた認定オーガニックもしくは環境保護コーヒーは、各々

の FLO 組織が形成する FLO の協定に合意し加盟したマーク付加組織によるラベルをつけ

て売られ、FLO インターナショナルの価格に加えて、1 ポンドの生豆につき 15US セント

の奨励金加算が約束される。 

 

生産者を保護するため、市場最低価格よりも FLO価格が低くなる場合は、FLO インターナ

ショナルの規約を無効として、最低価格は決めなおされる。最低価格はコーヒーの種類と

生産地によって異なる。以下の最低価格は品別に記載されているが、FLO インターナショ

ナルの加算奨励金は 1ポンド５USセント、オーガニック製品は 15USセントに固定されて

いる。（すべての価格は FOB である） 

 

 有機認証のないもの 有機認証のあるもの 

コーヒーの種類 中米、メキシコ 

アフリカ、アジア 

南米、 

カリブ海地域 

中米、メキシコ 

アフリカ、アジア 

南米、 

カリブ海地域 

アラビカ（washed） 126 124 141 139 

アラビカ（unwashed） 120 120 135 135 

ロブスタ（washed） 110 110 125 125 

ロブスタ（unwashed） 106 106 121 121 

 

 

支払いは、初回は証書ではなく、現金である。提示される証書は契約に明記された、コー

ヒー取引において慣例となっているものが利用される。 

 

５、前払い／信用貸し 

 ・価格固定を伴う契約の場合、買い手は契約価格の 60%まで、売り手の要望に応えて前

払いを行なう。 
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 ・価格固定を伴わない契約の場合、買い手は契約予定価格の 60%まで、売り手の要望に

応えて前払いを行なう。ただし、契約予定価格が前払いされた金額を上回ることを保証

する仕組みになっていると、売り手と買い手が合意した上である。たとえば、損失食い

止めにおける事例である。そのような仕組みがない場合、売り手は FLO最低価格の 60%

までを前払い金として受け取る。 

・前払い金は生産者団体がメンバーから製品を買い上げることを可能にするため、そのア

クセスは開かれていなければならない。支払方法（現金、信用状など）は双方の同意に

よる契約書に基づいて決定されなければならない。 

・原則として、前払いは末端の生産者団体を対象に想定しているが、実際には契約団体（売

り手と買い手）に関係して来る。たとえ輸出業者が登記上のメンバーでなくても、前払

いを受けることができる。しかし事前に輸出業者と FLO のパートナー団体は融資の扱い

方と契約の履行について合意しなければならない。 

・複数の出荷がある場合、契約の中にそれぞれの前払い金の金額が記載されなければなら

ない。初めの出荷の場合、全ての量に対して前払いを行なう必要は必ずしもない。前払

いは生産者団体の実際の必要性によって決定されるべきである。 

・もし輸入業者が、生産者団体の健全な商業活動の枠を越えた出荷スケジュールの延長（収

穫の３ヵ月後）を求めてきた場合、貯蔵、利息と保険の実質費用は契約にのっとってす

べて（輸入業者によって）保障されなければならない。このルールを無効にするような

固有の輸出規制を持つ国の団体に対しては、上記のルールは適用されない。 

 

６、論争調停 

 もし論争が起こった場合、当事者は FLO インターナショナルによる FLO の合意書に加

盟している関係ラベル団体に、状況を報告せねばならない。可能ならば、上記のラベル団

体は当事者双方立会いの下での和解案決議に尽力するべきである。もし当事者が和解案に

同意しない場合、ECC規定による調停に持ち込まれる。 
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